
おやまグリーン・アクション アワード
小山市では、令和5年10月にゼロカーボンシティ＆ネイチャーポジティブ宣言を行いました。

市民・企業・市民団体の多様な主体のさらなる連携・協働・行動変容を促すため、これまで行ってきた環境部門での事業所
認定制度を見直し、 ①脱炭素社会→気候変動対策 ②循環型社会→廃棄物減量 ③自然共生社会→生物多様性保全
に関連する（１）市民 （２）企業 （３）市民団体の活動に対する表彰制度「おやまグリーン・アクション アワード」を新たに創
設するものです。

小山市エコ・リサイクル推進
事業所認定制度 見直し
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ネイチャーポジティブ宣言

おやまグリーン・アクション アワード ※毎年実施 (R6～)

＜スケジュール＞
R6.3月概要発表 →  6月～11月募集期間→ 12月審査→ R7.2月表彰 ＜事務局＞ ゼロカーボンネイチャーポジティブ推進課・環境課

※各部門３活動程度を表彰

表彰式

小山市での活動
分野：
・脱炭素社会（カーボンニュートラル）
・自然共生社会（ネイチャーポジティブ）
・循環型社会（サーキュラエコノミー）

主体：市民、企業、市民団体

ⅰ脱炭素社会に関する活動表彰

ⅱ自然共生社会に関する活動表彰

ⅲ循環型社会に関する活動表彰
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